
 

  給与所得のみの方が居住用財産を譲渡し、その譲渡により生じた損失額を翌年以後に繰り越す場合

（措法41の５を適用する場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26   ５    13 

１ 「分離長期譲渡所得」の金額 

 ・ 「収入金額」   30,000,000円   ・ 「必要経費」   58,000,000円 

 ・ 「所得金額」  △28,000,000円 

（必要経費の内訳） 

 ・ 取得価額     60,000,000円（土地：30,000,000円、建物：30,000,000円） 

 ・ 償却費相当額    3,240,000円   ・ 譲渡費用      1,240,000円 

（買換資産の内訳） 

 ・ 取得価額     48,000,000円（土地：26,000,000円、建物：22,000,000円） 

２ 「給与所得」の金額 

 ・ 「所得金額」    6,100,000円 

【記載例１】 
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《措法41の５適用初年度》 

自己の居住用 
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56,760,000 
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Ｒ４   ３   ８ 

 Ｒ４   ５    10 

30,000,000 

26,760,000 

 「確定申告書等作成コーナー」で申告書等を作成すると、税額などが自動計算され便利です。 
この記載例のケースについても、「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って売買契約書等

に記載された金額などを入力することで、申告書等を作成することができます。 
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https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top%23bsctrl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（記載に当たっての留意事項） 

申告書第三表の「税金の計算・総合課税の合計額」⑫欄は、第一表の「所得金額等・合計」⑫欄の

金額(給与所得の金額(6,100,000円))から「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象と

なる金額の計算書【租税特別措置法第41条の５用】」（次ページ参照）③欄の金額（28,000,000円）を

差し引いた④欄の金額(△21,900,000円)を記載します。 

《第三表》 

確定 ４ 

○市××町△△１－２－３ 

３０００００００ 

申告書第一表及び第二表の記載方法の詳細

は、「令和４年分所得税及び復興特別所得税の

確定申告の手引き」をご覧ください。 

△28,000,000 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 
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×市△△町 
○○5-5-5 △28,000,000 
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△２１９０００００ 
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